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特別支援教育の研修の充実

（１）優先すべき課題やニーズの把握
（２）研修の目的や目標の設定
（３）研修プログラムの作成・実施
（４）研修の評価

PDCAサイクルを機能させ研修の充実を図る。



（１）優先すべき課題やニーズの把握

• 地域により優先すべき課題や研修ニーズ、研修の位置づけ
や研修の対象者が変わってくる。研修のニーズは主催者や
受講者によっても変わってくる。

• 特別支援教育においては、すべての教員が身につけておくべ
き共通の専門性と職種により異なる専門性がある。

• それぞれの役割がうまく機能し、組織・チームとして効果的な
支援ができる校内体制の構築、地域資源ともつながるネット
ワークをつくっていくことが重要である。



（２）研修の目的や目標の設定

・研修の目的 ① 知識・理念・概念等の理解

② 技能・スキル等の習得

③ 態度・行動等の変容

④ 問題解決能力の向上

・目標の設定 「何を」「どの程度まで」研修で求めるのか。

・特別支援教育においては、子供の支援に関する実践的な指
導力の向上が求められる。



（３）研修プログラムの作成・実施

• 研修の方法

① 伝達型（講義形式、シンポジウム・パネルディスカッション等）

② 参加体験型（ワークショップ、グループ協議、実習等）

③ 課題解決型（事例検討等）

④ e-learning 型（講義動画等）

・特別支援教育においては、事例を通した参加体験型、課題解
決型を多くとりれるようにする。



（４）研修の評価

• 目的、内容、目標、方法、講師、期間・時間などが評価の観点
     ① 研修後のアンケート調査
     ② インタビュー調査
     ③ 研修前後の理解度テスト
     ④ 研修を活かしたアクションプランの作成
     ⑤ 所属機関における行動変容など
• 特別支援教育においては、内容の理解にとどまらず、知識や
技能を子供の支援にどう活かしているかが重要になる。



発達障害に関する教員の専門性

【直接、日々の指導に携わる教員の専門性】 基礎的な知識
通常の学級担任、教科担任等など

【専門的な立場で指導に携わる教員の専門性】 専門的な指導
通級、特別支援学級、特別支援学校教諭など

【間接的な支援に携わる教員の専門性】 コンサルテーション
通級、特別支援学級、特別支援学校教諭
コーディネーター、養護教諭、生徒指導主事など
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令和元年度から教職課程で特別支援教育を１単位以上修得を義務付け

【教職課程コアカリキュラム】
特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対
する理解

（１）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の理解
（２）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育

課程及び支援の方法
（３）障害はないが特別の教育的ニーズのある幼児、児童

及び生徒の把握や支援



（１）特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒
の理解

・インクルーシブ教育システムを含めた特別支援教育に関する
制度の理念や仕組みを理解している。

・発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要
とする幼児、児童及び生徒の心身の発達、心理的特性および
学習の過程を理解している。

・視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱等を含む
様々な障害のある幼児、児童及び生徒の学習上または生活
上の困難について基礎的な知識を身に付けている。



（２）特別の支援を必要とする幼児、児童及
び生徒の教育課程及び支援の方法
・発達障害や軽度知的障害をはじめとする特別の支援を必要
とする幼児、児童及び生徒に対する支援の方法について例示
することができる。 
・「通級による指導」及び「自立活動」の教育課程上の位置
付けと内容を理解している。
・特別支援教育に関する教育課程の枠組みを踏まえ、個別の
指導計画及び個別の教育支援計画を作成する意義と方法を
理解している。
・特別支援教育コーディネーター、関係機関・家庭と連携しな
がら支援体制を構築することの必要性を理解している。



（３）障害はないが特別の教育的ニーズのあ
る幼児、児童及び生徒の把握や支援
・母国語や貧困の問題等により特別の教育的ニーズのある幼
児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難や組織的な対
応の必要性を理解している。





① 発達障害の理解
② 指導・支援
③ 研修講義動画
④ 発達障害Q&A

研修講義のYouTube配信
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⑤ 当研究所の研究
⑥ 国の動向や法令
⑦ イベント情報

発達障害教育推進センターWebサイト
http://cpedd.nise.go.jp/



発達障害に関する理解の促進、適切な
対応や支援の充実を目的として、パネル
展示や参考図書・映画の紹介、教材・教
具の展示をしている。発達障害の特性
や困難さを体験的に理解するコーナー
もあります。見学は年間を通じて受け付
けています。
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発達障害教育推進センター展示室
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発達障害のある子どもの一貫した支援体制
の構築を推進することを目的として、教員や教
育委員会等の関係者に対し、最新情報の提供
や実践事例の報告、研究協議等を行い、発達
障害教育の理解推進と実践的な指導力の向
上を図っています。

発達障害教育実践セミナー 発達障害理解啓発事業

保護者と関係機関（教育、福祉等）が連
携した、切れ目のない地域支援体制の構
築を推進することを目的として、各地域の
ニーズに応じ、心理的疑似体験や展示等、
地域住民の発達障害に関する理解を深
める活動を、各自治体と協働で実施して
います。
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令和2年度より、国立教育政策研究所と共同で「生徒指導リーフＳ」を発行

発達障害と生徒指導



まとめ ： 特別支援教育の専門性

・全ての教員が身につけるべき専門性、特別支援学校、
特別支援学級、通級担当教員に求められる専門性

・令和元年度入学生から全ての学生が教職課程で特別
支援教育を１単位以上修得を義務付け

・特別支援教育の視点からの学校経営、「社会モデル」の
視点からの学級経営・授業づくり

・「発達障害」「通級」など新たな免許状の創設の課題

参考：独立行政法人教職員支援機構
「教職員研修の手引き 2018 ―効果的な運営のための知識・技術― 」
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